
制限付一般競争入札の参加方法 

この入札は、参加要件を全て満たせば、参加を希望する者は自由に参加できる、入札書は持参で

はなく郵送する、予定価格（上限）が公表されている、入札結果をＨＰ上で公開するなど、しくみ

や手順などについても従来の指名競争入札とは異なります。また、参加を希望しない場合において

は、辞退届を提出する等の手続きは一切必要ありません。（入札を希望する場合のみ入札書を送付

するなどの必要があります。） 

以下に全体の流れをまとめていますのでご確認ください。（３番以降の「クリックしてください」

はこのページからはリンクしていませんので、明石市ホームページ「入札コーナー」にある、それ

ぞれの部分をクリックしてご覧ください。） 

 

手順 場所 

１ 

 

「公告文」を確認 

 

この「参加方法」に続いて表示されます。 

※物品名や参加要件、納期限、予定価格などが記載されています。 

２ 「仕様書」を確認 「公告文」に続いて表示されます。 

※物品の詳しい規格等が記載されています。 

３ 「応募案内」を確認 

 

※物品全般に共通する参加手順などの詳細が記載されています。 

４ 「制限付一般競争入札に

おけるＱ＆Ａ（物品）」を確

認 

 

 

 

※参加手順などでよくある質問が記載されています。ここに記載され

ているもの以外の質問は直接財務室契約担当までお願いします。なお、

設計図書・仕様書等に関する質問は、質問期間中に「設計図書等に対す

る質問書（物品用）」により、ＦＡＸにてお願いします。 

 

クリックしてください 

クリックしてください 



流れは以上となります。 

次ページより、公告文が表示されますので引き続きご確認ください。 

５ 郵送直前に、当該物品に関

する質問回答を確認 

 

※仕様書の解釈等について、見積りに影響があるような重要な内容が

含まれていることがあります。財務室契約担当に到着した入札書は、

全て回答日の午後１時以降に確認後記入されたとみなされますの

で、入札書の記入、郵送前には必ずご確認ください。 

６ 提出書類をダウンロード

し、記入・押印 

 

 

７ 提出書類をそろえて封筒

に入れ、提出期間内に書留

等郵便局が配達した事実

の証明が可能な方法にて

財務室契約担当まで郵送 

※ 締切日必着ですのでご注意ください。 

※ 入札書を、参加申請書と共に角２封筒等のＡ４サイズが折らずに入

るものに封入し、封筒の表面に宛名ラベル(指定様式)を貼り付けて

ください。（公告文で提出を求められている場合には納入実績調書、

契約書等の写しも同封してください。） 

８ 「参加確認書」を財務室契

約担当に FAX 

※ ７の郵送後すぐに、受領証（お客様控え）を貼付して FAX 

（０７８－９１８－５１５３）してください。 

９ 結果を確認 

 

※ 審査終了後、落札者には直接電話にて連絡します。 

クリックしてください 

 

クリックしてください 

クリックしてください 



１ 　対象物品
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)

２ 　入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当する者)
(１) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス)の物品の製造・売買の部に、契約の種類が

で登録されており、かつ、業種区分が
で登録されていること。

(２) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）に
かかる高度管理医療機器等の販売業許可を有していること。

(３) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(４) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(５) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法 （平成11年法
   律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
　 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこ
　 の限りでない。

(６) 明石市の指名停止期間中でないこと。なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、
参加資格を失うものとする。

(７) 公告日において納期限が到来している明石市税を開札日の前日までに完納していること。
(８) 仕様書等の内容を熟知し、内容等を十分に理解した上で入札に参加できること。

３ 　仕様書についての質問及び回答
(１) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリ(078-918-5153)により財務室
   契約担当へ質問書(指定様式)を提出してください。

(２) 質問に対する回答
 から明石市ホームページ（入札コーナー）において公表します。

４ 　入札参加申込み
(１) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角２封筒等のＡ４サイズが折らずに入るものに封入し、封

筒の表面に宛名シール（指定様式）を貼り付けて郵送してください。
ア 制限付一般競争入札参加申請書（指定様式）
イ 入札書（指定様式）
ウ 高度管理医療機器等販売業許可証
※様式は変更になる場合がありますので、明石市ホームページ（入札コーナー）「提出書類等様
式」より最新のものをご利用ください。

(２) 封筒の提出については、持参は認めません。必ず、下記により書留等（簡易書留も可）の郵便局が
配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア に、明石市ホームページ（入札コーナー）に設計図書等に対

する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。
イ 提出期限は、 （財務室契約担当必着）です。

(３) 入札に参加を希望する者は、郵便物提出日中に、財務室契約担当へ制限付一般競争入札参加確認書
　 （指定様式）をファクシミリ(078-918-5153)により提出してください。

令和6年5月16日 午後1時

令和6年5月16日 午後1時

令和6年5月21日

機械器具 医療用機械器具

令和6年5月8日 から 令和6年5月14日 午後1時 まで

納 入 場 所 別添「2024年度AED納入場所及び引取品」のとおり
物 品 概 要 ＡＥＤ１８台（引取１８台）
納 期 限 令和6年8月30日

　制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及
び明石市契約規則（平成5年規則第10号）第5条の規定に基づき、下記のとおり公告する。

記

物 品 番 号 2024501002
物 品 名 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

明 財 第 1027 号
2024年(令和6年)5月8日

明 石 市 長 丸谷　聡子
(公印省略　財務室契約担当)

制限付一般競争入札の実施について



５ 　開札日時及び場所
(１)  (予定)　※開札状況により前後します。
(２) 804会議室

６ 　入札保証金
免除

７ 　契約保証金
契約金額の10分の1以上を納付すること。ただし、明石市契約規則第25条に該当する場合は免除等
する場合がある。

８ 　消費税の取扱い
入札金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください。（税抜で記載）
契約締結に際しては、落札金額に10％を加算した額で契約を行います。
なお、１円未満の端数は、この金額において切り捨てます。

９ 　予定価格(税抜)
円

※予定価格を超える金額で入札を行った場合は、無効となります。

10 　暴力団排除に関する誓約書の提出について（契約締結時の注意事項）
明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、落札決定者は契約締結
時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、
入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第9号アの規定により、指名停止措置（3ヵ月）
を行います。

11 　契約条項等を示す場所
明石市契約規則、明石市物品売買契約約款、明石市製造請負契約約款、応募案内、入札のしおり等
については、財務室契約担当及び明石市ホームページ（入札コーナー）において閲覧することができ
ます。

12 　入札に関する条件
(１) 入札書が所定の日時までに到着していること。
(２) 入札者が同一事項について２通以上した入札でないこと。
(３) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。
(４) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されてないこと。
(５) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。

13 　無効とする入札
(１) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札
(２) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札
(３) 入札に関する条件に違反した入札

14 　資格審査及び落札決定について
(１) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加要件について事後審査を行います。
(２) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが

確認できた時点で落札決定を行います。
(３) 入札結果は、明石市ホームページ（入札コーナー）にて掲載します。

15 　その他
(１) 明石市法令遵守の推進等に関する条例（平成22年条例第4号）に定める不当要求行為等を行った場合

においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(２) この物品の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ（入札コーナー）掲載の業

者登録一覧表で業者コード等を確認した上で、申し込んでください。
(３) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この物品の入札に参加を希望する方は、事前に必

ず明石市ホームページ（入札コーナー）掲載の「制限付一般競争入札の応募案内（物品 郵便方式）
」を確認した上で、申し込んでください。

(４) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、

場　所

5,940,000

日　時 令和6年5月23日 午前9時38分



明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(５) 最低価格入札者であっても、資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。

この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札
参加者の負担となりますのでご注意ください。

(６) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加
する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認
することがありますので、ご留意ください。



 

制限付一般競争入札（郵便方式）の事務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公告文等のホームページ掲載 

令和６年５月８日(水) 

仕様書等に対する質問書ＦＡＸ受付 

令和６年５月８日(水)～令和６年５月１４日（火）午後１時 

質問に対する回答の明石市ホームページ公表 

令和６年５月１６日（木）午後１時 

① 参加確認書ＦＡＸ受付 

② 入札書等、書留等郵便受付 必着期限：令和６年５月２１日(火）

開札 

令和６年５月２３日(木)午前９時３８分～ 

明石市役所 本庁舎８階 ８０４会議室 

開札結果の明石市ホームページ公表 

令和６年５月２４日(金) (予定) 

物品売買契約締結 

令和６年６月３日（月） 



○制限付一般競争入札等におけるＱ＆Ａについて 

入札参加希望者は、必ず事前に明石市役所ホームページの「入札コーナー」に掲載

している制限付一般競争入札の「応募案内」、「Ｑ＆Ａ」の内容をご確認ください。（随

時更新を行っておりますので、最新のものをご確認ください。） 

 

○同額応札（くじ引きの執行）があった場合の取扱いについて 

平成２０年１月３１日の開札分より、郵便方式において同価の入札があった場合の

くじの執行方法を下記のとおり変更しています。 

くじの対象となった同価の入札をした者の資格審査を、封筒に同封された提出書類

を含めて、くじを執行する前に行い、入札参加要件を満たすと決定した「有効な同価

の入札者」を対象にくじを執行します。 

 くじの執行についての電話連絡を、①「有効な同価の入札者」に対しては、くじの

執行日時、②「無効な同価の入札者」に対しては、入札が無効となった理由（くじに

参加できない理由）及び入札結果に無効の理由が表記されることを伝えます。 

 「有効な同価の入札者」によるくじの執行に際しては、代表者あるいは代表者から

の委任状を持った代理人の出席が必要となります。なお、指定した日時に代表者等が

出席できない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代理人となりますので、ご

留意ください。（くじの辞退はできません。） 

 

○ 暴力団員等に該当しない旨の確認手続きについて 

    平成 27 年 7 月 1 日以降、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第５条第１ 

項の規定により、契約金額が２００万円を超える場合には契約締結期限までに自らが暴力

団等に該当しない旨等を記載した暴力団排除に関する「誓約書」の提出が必要となります。

提出されていない場合には契約を締結しません。 

    この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求するこ

とはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 

    また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第２第８項第９号アの規定により、指名停

止（３か月）を行います。 

 

○明石市税の納税状況の確認について 

納税状況の確認は 税務室納税課 TEL(078)918-5016までお願いします。 

 

 

 

※その他、公告文記載内容を充分にご確認ください。 



( ) -

年 月 日

（ ） （ ）

　　上記納期限にかかわらず6月末及び７月末までに必ず納品する

３　納品時、機器設置施設の職員に機器の使用方法及び日常点検方法

　　について説明すること。

４　購入代金の支払いは、納品先の課ごとに作成した請求書を、物品

　　こと。

　　及び引取品」の表中「設置年月」欄が黄緑色のもの）については、

１　引取物品は受注者が適正に引取り、取扱うこと。

メーカー

AED-3150

２　納品については、既設の旧ＡＥＤ本体の設置年月を確認し、設置

　　年月が６月及び７月のもの（別紙「２０２４年度ＡＥＤ納入場所

078 918

納 品 場 所

ラワット 連絡先

　　納品時に各課に提出し、その請求書をもって課ごとに支払を行

色 その他

日本光電

型　　番

指定品

物  品  仕  様  書

品　  名 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 数　量 18台

担当課 5069

(金)別紙「２０２４年度ＡＥＤ納入場所及び引取品」のとおり 納 期 2024 ８ 30

総合安全対策室 担当者

数量

□ な し

規　　　　　格

別紙「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）仕様書」のとおり。

メ ー カ ー 等

①

既設旧ＡＥＤ本体等） １８台分

　　う。

その他特記事項

①で見積ってください。

引取物品の有無

■ あ り 内容



別 紙 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）仕様書 

 

１ 製品構成 

 (１) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）本体  ※耐用期間８年、保証期間５年以上 

 (２) 電極パッド（成人・小児兼用）×２組 ※使用期限２年以上 

 (３) バッテリー ※待機寿命４年以上 

 (４) レスキューキット（ハサミ、手袋、剃刀、マウスピース、タオル） 

 (５) キャリングケース（バッグ）※構成品が全て収納出来ること。 

 (６) 遠隔監視装置 ※耐用期間内使用できること。 

 

２ 数量 

  製品一式 １８台 

 

３ 機器の仕様 

⑴ 医療機器（除細動器）として厚生労働省の承認を受けたもの。 

⑵ 蘇生ガイドライン２０２０に対応しているもの。 

⑶ 出力エネルギーは二相波形で、２回目以降の出力が増加する漸増式であること。 

⑷ 本体内蔵のカラー液晶画面を有し、日本語の音声と連動したイラスト及び文章

が表示され救命手順の確認が可能であること。 

⑸ 本体スイッチ等により成人及び小児モードの切換がいつでも可能であること。 

⑹ ＡＥＤ本体、電極パッド及びバッテリーについてのセルフテストを毎日実施す

る機能を有し、機器の使用可否について外観から目視により確認できること。 

⑺ 遠隔監視装置により、セルフテストの結果をインターネット等で確認ができ、

機器の異常や消耗品の交換時期について管理者へ通知する機能を有すること。 

⑻ ＡＥＤ本体・電極パッド・バッテリが、氷点下５℃から５０℃の条件下で動作保

証されていること。 

⑼ ＡＥＤ本体の防塵防止機能が、ＩＰ６６以上であること。 

⑽ ２４時間対応のコールセンターを有し、救助データの抽出依頼があれば速やか

に対応すること。 

 

以上 



２０２４年度　ＡＥＤ納入場所及び引取品

室等 課・担当・係 施設名等 メーカー 型番

1 総合安全対策室 イベント等貸出用 明石市 中崎1丁目5-1（市役所本庁舎4階総合安全対策室） 日本光電 AED-2150 2018/8

2 広報プロモーション推進室 シティセールス課 あかし市民広場 明石市  大明石町１丁目6-1（パピオスあかし2階事務所内） 日本光電 AED-2150 2016/12

3 プロジェクト推進室 本のまち推進課 あかし市民図書館 明石市  大明石町1丁目6-1（パピオスあかし4階） 日本光電 AED-2150 2016/12

4 福祉政策室 福祉総務課 ふれあいプラザあかし西 明石市  二見町東二見1836-1(1階事務所) 日本光電 AED-2150 2017/1

5 あかし保健所 保健総務課 夜間休日応急診療所 明石市  大久保町八木743-33（1階処置室） フィリップス HEARTSTART HS1 2017/3

6 子育て支援室 子育て支援課 こども広場 明石市  大明石町1丁目6番1号（パピオスあかし5階エレベーターホール） 日本光電 AED-2150 2016/12

7 都市整備室 緑化公園課 明石海浜公園 明石市  二見町南二見8（プール） 日本光電 AED-2150 2018/6

8 都市整備室 緑化公園課 石ケ谷墓園管理事務所 明石市 大久保町松陰1466 日本光電 AED-2150 2016/6

9 下水道室 下水道施設課 大久保浄化センター 明石市  大久保町八木742（管理本館2階ホール） 日本光電 AED-2150 2016/8

10 教育委員会事務局 学校教育課 朝霧中学校 明石市  大蔵谷奥4-1（体育館1階ロビー） 日本光電 AED-2150 2018/11

11 教育委員会事務局 学校教育課 江井島中学校 明石市  大久保町西島680-5（コミセン1階玄関） 日本光電 AED-2150 2018/11

12 教育委員会事務局 学校教育課  イベント貸出用人丸小学校へ貸出中 明石市  東人丸町26-29（保健室） 日本光電 AED-2150 2016/6

13 教育委員会事務局 学校教育課  学校教育課貸出用魚住小学校へ貸出中 明石市  魚住町清水570（必要とする児童の教室前） 日本光電 AED-2150 2016/6

14 教育委員会事務局 学校教育課 学校教育課貸出用 明石市  中崎1丁目5-1（市役所分庁舎4階学校教育課）　 日本光電 AED-2150 2018/3

15  教育委員会事務局教育企画室 青少年教育担当 少年自然の家 明石市  大久保町江井島567（実習棟2階事務所内） 日本光電 AED-2150 2015/7

16 環境室 収集事業課 収集事業課　課室 明石市 大久保町松陰1138

17 都市整備室 緑化公園課 明石市菊花栽培場 明石市 明石公園1-27

18 教育委員会事務局 児童生徒支援課 朝霧もくせい教室 明石市  朝霧南町１丁目２１９（朝霧浄化センター会議室棟）

設置
年月

所　管　課 引　取　品納　入　場　所

住　　所
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